
 野鳥サーベイランスの対応レベルの引き下げについて 
 

                      令和３年４月30日（金） 
 

 ４月28日24時をもって、国内で指定していた野鳥監視重点区域がすべて解除となったことか

ら、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、現在実施

している野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルを本日付で「対応レベル１」に引き下げ

ましたのでお知らせします。 

 

１．経緯 

令和２年10月30日(金) ・ 韓国忠清南道天安（チョナン）市において野鳥の糞便から

高病原性鳥インフルエンザが確認されたことから、「対応レ

ベル２」に引き上げ 

11月５日(木) ・ 香川県三豊市の養鶏場（家きん国内１例目）において高病

原性鳥インフルエンザが確認されたことから、「対応レベル

３」に引き上げ 

令和３年 ４月19日(月) ・ 国内の野鳥監視重点区域が単一箇所になったため、「対応

レベル２」に引き下げ 

     ４月30日(金) ・ 国内の野鳥監視重点区域がすべて解除されたことを受け、

「対応レベル１」に引き下げ 

 

※ 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」において、対応レベル

の設定は、以下を基本とすることとしています。 

  －対応レベル１：発生のない時（通常時） 

  －対応レベル２：国内単一箇所において、国内の野鳥、家きん及び飼養鳥で高病原性鳥インフ

ルエンザの感染が確認された場合（国内単一箇所発生時） 

－対応レベル３：国内単一箇所発生から30日以内に国内の他の箇所において、国内の野鳥、家

きん及び飼養鳥で感染が確認された場合（国内複数箇所発生時） 

ただし、近隣国発生情報等により、国内での発生状況に関わらず、対応レベルを上げるこ

ともあり得る。 

 

２．今後の対応 

  野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベル引き下げに伴い、野鳥の監視強化から情報収集、

監視に対応を変更します。 

 

【参考情報】 

環境省はHPで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。 

（http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html） 
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